
 

 

８ 環境会計 

（（１１））  環環境境会会計計のの趣趣旨旨とと導導入入のの目目的的  

環境会計とは、事業活動において、環境保全への取組みを効率的かつ効果的に推進し

ていくことを目的として、環境保全のためのコストとその効果を数量的（貨幣単位又は

物量単位）に把握・測定、公表する仕組みです。 

水道局では、環境保全コストとそれによる効果を把握して効率的・効果的な事業運営

を行うこと及びお客さま（市民）に対してより一層情報公開を行い、説明責任を果たす

ことを目的として、環境会計を導入しました。 

 

（（２２））  対対象象範範囲囲  

水道事業及び工業用水道事業における環境保全にかかる事業活動を対象とします。 

ただし、水道局の本来業務に組み込まれており、環境保全にかかる金額のみを明確に抽出できない事業活

動については、計上していません。 

 

（（３３））  環環境境会会計計（（平平成成 2288 年年度度決決算算版版））のの概概要要  

①①  環環境境保保全全ココスストト※※１１  

投資額は、０円でした。また費用額は、約３億１,559 万 2 千円でした。 

③③    環環境境保保全全効効果果※※２２  

環境保全への取り組みを実施した結果、38,210t-CO2/年の CO2 削減効果が得られました。 

また 21,219t/年の廃棄物削減効果が得られました。 

③③  環環境境保保全全へへのの取取りり組組みみにに伴伴うう経経済済効効果果※※３３  

環境保全への取り組みを実施したことによる経済効果は、約 15 億 1,610 万 1 千円でした。 

（（４４））  環環境境会会計計（（平平成成 2288 年年度度決決算算版版））のの総総括括表表  

※１「環境保全コスト」として「費用額」には、環境保全を目的とした設備の減価償却費と点検費などの維持管理費の合計額、委託料、団体分担金などを計上しました。 

※２「環境保全効果」については、原則として各取組を実施しなかった場合と比較して、削減されたと考えられる「CO2」及び「廃棄物」の「削減量」を算出しました。 

※３「経済効果」については、原則として各取組を実施しなかった場合と比較して削減されたと考えられる金額を算出しました。 
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①環境保全コスト（貨幣単位）　 ②環境保全効果（指標等）（物量単位）　

主な取組み 投資 費用

地球環境
保全コスト

資源循環
コスト

（単位　　千円）

0 315,592

分　　　類 環境保全効果（指標等）

事業エリア内
コスト

CO2削減量　38,210t-CO2/年

廃棄物削減量　21,219t/年

地球環境保全コスト 1,096,256

資源循環コスト 419,845

合　　　計 1,516,101

（単位　　千円）

分　　　類

合　　　　　　　計

管理活動コスト 広報活動等 0 1,541

資源循環
コスト

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

③環境保全への取り組みに伴う経済効果（貨幣単位）
浄水発生土の有効利用・
減量化

0 55,421

地球環境
保全コス
ト

太陽光発電、水力発電、
取・配水ポンプの回転速
度制御、緩速攪拌方式の
変更、高効率型照明器具
の採用、オゾン注入制御
の改良、無薬注式脱水機
導入

0 258,630

管理活動コスト
水道教室（浄水場見学含む）
水の流れツアー

分　　　類 費用削減効果



 

 

 

（（５５））  平平成成 2288 年年度度決決算算ににおおけけるるＣＣＯＯ２２削削減減効効果果  

平成 28 年度決算における水道局の CO2 削減量は 38,210t-CO2/年（38,210,000kg-CO2/年）であ

り、これは杉の木約 2,730,000 本が 1 年間で吸収する CＯ2 吸収量に相当します。また、約 5,900 世帯

の年間ＣＯ２排出量に相当します。 

※平成 28 年度決算における水道局の CO2 削減量 ＝ 38,210t-CO2/年（38,210,000kg-CO2/年） 

 杉の木１本の年間 CO2 吸収量 ＝ 約 14kg-CO2/年（林野庁ホームページより） 

 １世帯当たり年間 CO2 排出量 ＝ 約 6,500kg-CO2/年（林野庁ホームページより） 

 38,210,000kg-CO2/年 ÷ 14kg-CO2/年 ＝ 2,729,285.714（≒2,730,000）本 

 38,210,000kg-CO2/年 ÷ 6,500kg-CO2/年 ＝ 5,878.4615（≒5,900）世帯 

水道局の CO2 排出量 

▲38,210t-CO2/年 

約５,900 世帯 

の排出量 

杉の木 

約 2,730,000 本 

の吸収量 
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 ９ 庁内での環境への負荷低減に関する率先した行動の展開  

（（１１））  大大阪阪市市庁庁内内環環境境管管理理計計画画のの取取組組みみ 

  水道局を含め大阪市は、有数の事業者であり消費者であるといえ、自らが率先して環境への負荷低減を

図ることは、市民や事業者の自主的な環境配慮の取り組みを促進していくために重要です。このため、大

阪市では平成 9 年「大阪市庁内環境保全行動計画（エコオフィス２１）」を策定し、全庁で環境保全の取

組みを推進してきました。また、平成 11 年には大阪市本庁舎において、環境管理の国際的な規格である

「ＩＳＯ14001」を認証取得し、環境に配慮した行動に取り組んできました。 

  水道局においても、局庁舎で市の環境ＩＳＯの認証取得拡大にあわせて、平成 14 年 12 月に認証を取

得（平成 20 年 12 月更新）し、平成 19 年度からは、これまでのオフィス内での環境配慮に加え、「エコ

オフィス２１」事業編として事業の実施に伴う環境配慮にも取り組み、オフィス・事業所双方における一

体的な環境配慮の推進を図ってきました。 

  平成 23 年からは、同年 11 月の「ＩＳＯ14001」認証返上にともない大阪市庁内環境管理計画を策

定し、大阪市の全所属・全組織において事務事業活動にかかる環境への影響を把握し、環境目的・目標を

定め、定期的に見直しを行うなど、環境マネジメントシステムの運用を着実に行い、環境への負荷の低減

に取り組んでいます。本計画では省エネルギー・省資源、廃棄物の減量・リサイクル及びグリーン購入、

物品等納入時のグリーン配送、公用車へのエコカー導入の推進など、環境に配慮した具体的な取組みを行

っています。 

 

 

 水道局における環境目標達成及び取組状況（大阪市庁内環境管理計画の取組み） 

項　　　目 平成2８年度実績 達成状況

 省エネルギー（ＣＯ２排出量） -9.40% 達成

 コピー用紙使用（購入）量 -12.70% 達成

 上水使用量 -2.00% 達成

 廃棄物量 -0.80% 達成

 紙ごみのリサイクル 100.00% 達成

 昼休み時間の不要照明の消灯実行率 100.00% 達成

 コピー用紙使用量の削減のための両面コピー実行率 70.00% 達成

※1　地球温暖化対策実行計画【事務事業編】の削減目標。
※2　平成25年度は地球温暖化対策実行計画【事務事業編】の基準年度。

平成25年度の使用量以下に抑制する。

平成25年度の排出量以下に抑制する。

昼休みには、不要な照明を消灯する。
※運用基準：消灯実行率100％

両面コピー、裏面再利用などにより紙の使用量を抑制する。
※運用基準：両面コピー実行率50％以上

平成2８年度の環境目標及び取組内容

電気、都市ガス、ガソリン、軽油、灯油の使用量をＣＯ２換算した合計量を、

平成25年度実績と比べ4.5％
※1

削減する。

平成25年度※2の使用量（購入量）以下に抑制する。

資源可能な紙類は全量リサイクルする。
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（（２２））  大大阪阪市市庁庁内内環環境境管管理理計計画画のの推推進進体体制制  

大阪市庁内環境管理計画推進のための体制を構築し、局を挙げて環境施策に取り組んでいま

す。 

局長、理事（技術管理者）、理事、総務部長、経営改革担当部長、経

営改革・事業開発担当部長、お客さまサービス担当部長、工務部長、

水道センター統括担当部長、浄水統括担当部長、総務課長、法務監

査担当課長、管財課長、計画課長、技術監理担当課長、施設課長、

東部水道センター所長、柴島浄水場長　　　　18名

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

柴 島 浄 水 場 長

水道局環境管理実行委員会組織図(H29.3現在）

（構成）

水

道

局

環

境

管

理

実

行

委

員

会

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

水道局浄水場等環境委員会

水道局水道センター環境委員会

水 道 局 庁 舎 環 境 委 員 会

南 部 水 道 セ ン タ ー 所 長

北 部 水 道 セ ン タ ー 所 長

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

職場環境委員

東 部 水 道 セ ン タ ー 所 長

西 部 水 道 セ ン タ ー 所 長

配 水 課 長

給 水 課 長

水 質 試 験 所 長

庭 窪 浄 水 場 長

豊 野 浄 水 場 長

施 設 保 全 セ ン タ ー 所 長

経 営 改 革 課 長

総 務 課 長

Ｉ Ｔ 活 用 担 当 課 長

経 営 企 画 課 長

施 設 課 長

職 員 課 長

経 理 課 長

管 財 課 長

お 客 さ ま サ ー ビ ス 課 長

計 画 課 長

工 務 課 長
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（（３３））  職職場場改改善善運運動動（（かかいいぜぜんん WWaatteerr））のの取取組組みみのの推推進進 

 水道局では、職員が自主的に創意工夫し、問題や課題を解決する取組みとして、平成 18 年度から「職

場改善運動（かいぜん Water）提案制度」を創設し、局を挙げて積極的に取組んでいます。 

このかいぜん Water の諸活動は、意欲のある多くの職員のボトムアップでの運営を行っており、かいぜ

ん Water への職員からの提案は、平成 28 年度末までに 1,493 件が提出され、業務改善はもとより環境

保全・環境負荷低減の取組みを含む、数多くの有効な改善事例が出され、各職場で実践、定着してきてい

ます。 

今後とも、かいぜん Water 活動のなかで、様々な問題を職員一人ひとりが意識を持って積極的に取組み、

活力ある水道事業の組織づくりを推進してまいります。 

 

○ かいぜん Water 提案件数  平成 28 年度 135 件（累計 1,493 件） 

○ 平成 28 年度提案例（※環境関連抜粋）所属は提案当時で記載。 

提案所属 提案名 概要 

① 職員課 

（研修・厚生） 

水道局フードバンク 

活動 

職員の災害活動を支援するため災害用備蓄食料を必要数確保している。消費期

限前の災害用備蓄食料を、各区・部局と連携を図り社会福祉をはじめ広く活用

することでゴミの減量が図られ、環境及び社会貢献に寄与している。 

② 管財課 ほしい方お譲りします！ 

使用しなくなった備品等を箱に入れ未使用と記し、所属内だけでなく他所属の

職員にも見ていただき、需要があれば再使用していただくようにした。また、

ある程度の時期で整理するようにし職場スペースの保持に努めている。 

③ お客さまサービス課 コピー用紙の節約 

個人情報を取り扱うため、廃棄用紙はエコポストに投入している。エコポスト

搬出量を掲示することで搬出量の見える化が図られ、印刷の仕方の工夫による

用紙の削減等に寄与している。 

④ 施設課 

施設保全センター 
退庁管理 

退庁時に職員が残っているのか判別がつきにくかったため、在庁状況を分かり

やすく明示する、また電源の確認チェックリストを作成することで、節電・効

率化を図っている。 

⑤ 南部水道センター 
今夏から「プチ節電」に

取組んでいます 

昼休みや夜間でも業務の性質上節電の取組みがなかなか出来なかったが、照明

の一部を消灯するなど、プチ節電に取組むこととし、節電、職員の環境への意

識向上を図っている。 

⑥ 柴島浄水場 

残塩測定時のぺーパータ

オルの費用とゴミの量の

削減 

使い捨てペーパータオルをサンプル容器の表面の水分や汚れの拭き取り用と

して使用していたが、ゴミが膨大となり問題になっていたため、使い捨てでな

い商品を探し、コスト・ゴミの削減に努めている。 

 

⑦ 豊野浄水場 

 

繰り返し使える道具で節

約、倹約（mottainai） 

浄水場の周辺清掃活動を行う際に、ビニールのゴミ袋の再使用と、蓋つきちり

とりを繰り返し使用することで、ゴミ袋の使用量を削減し省資源に寄与してい

る。 

⑧ 豊野浄水場 会議室サクッと予約 
会議室の予約方法を紙ベースから豊野浄水場職員全員が閲覧可能なフォルダ

で管理することで調整が容易となり、ペーパーレス化にも寄与している。 

⑨ 水質試験所 決裁欄自動印字システム 

帳票の種類によって自動で印字する決裁欄を判定し、あらかじめ指定した場所

に印字及び出力する仕組みを構築することで、ゴム印作成等によるコスト、押

し間違いによる用紙の削減に寄与している。 
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 大阪市水道局の環境問題への取組みやこの報告書についての皆さまのご意見、ご感想をお待ちしています。 

 

お問い合わせ先 

  〒559－8558 大阪市住之江区南港北２-１-10 

大阪市水道局    電話番号：06-6616-540５  ファックス：06-6616-5409 

メールアドレス：comp3@suido.city.osaka.jp 

 

 

平成２９年１２月発行 

大大 阪阪 市市 水水 道道 局局 環環 境境 理理 念念  

  

大阪市は「水の都」と言われるように、古来、水とともに生き、水とともに栄えてきました。

大阪市水道局もまた、一世紀を超える長い歴史の中で、琵琶湖・淀川水系の豊かな自然環境に育

まれながら、水道事業を営んできています。 

昨今、地球温暖化をはじめとする環境問題が世界的規模でクローズアップされており、水道第

2 世紀目に入った我が国の水道事業においても、人類の生命を支える安全で良質な水を確保する

ため、健全な水循環系の構築が求められているとともに、豊かな市民生活や高度な都市活動の一

翼を担う都市基盤として、環境共生型の持続可能な社会を築く上で果たすべき水道の役割がます

ます重要なものとなってきています。 

このため、今後、大阪市水道局は、省エネルギー対策やリサイクルの推進による環境負荷の低

減、水源水質の保全に関する様々な取組みはもとより、水道の有する施設や技術を活用した積極

的な地球環境への貢献策を模索することにより、環境にやさしい水道システムを構築し、大阪市

の一員として「環境先進都市大阪」の実現をめざしてまいります。 

 

 

平成 17 年３月 制定  
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